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本書の特長

目　　次

好評
発売中！

『判例ＩＮＤＥＸ　後遺障害別に見る交通事故　300判例の慰謝料算定』
『判例ＩＮＤＥＸ　犯罪類型別に見る刑事高裁破棄判決』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る医療事故　300判例の慰謝料算定』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る労働事件　300判例の慰謝料算定』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る名誉毀損・プライバシー侵害　300判例の慰謝料算定』

第１　交通事故
　Ⅰ　精神的・心因的要因　

1　神経症一般、心因的要因
2　うつ病、躁うつ病
3　認知症
4　賠償神経症

5　PTSD（心的外傷後スト
レス障害）

6　ストレス
7　性格
8　その他

　Ⅱ　体質的・身体的素因
1　椎間板ヘルニア　
2　変形性脊椎・頸椎・腰椎・
膝関節

3　後縦靱帯骨化症
4　脊柱管狭窄症　

被害者の素因別に見る

素因減額
A5判・336頁　定価：本体3,200円＋税

第一法規「判例体系」編集部［編集］ 伊藤  進 明治大学名誉教授［編集協力］

◆素因減額に関する判例を重要度から300件厳選！

◆素因減額に関する判例を、減額率、被害者、被
　害態様、素因、判決要旨の考慮要素から、判決
　文を読まずに確認できる！

◆本書で初期調査、『D1-Law.com判例体系』へ
　のリファレンス（判例ID記載）から詳細調査と
　効率的な調査が可能に！

素因減額の判例調査で最初に手にする
被害者の素因別判例インデックス情報！

5　腰椎分離症　
6　腰椎すべり症
7　骨粗鬆症　
8　肩痛、頸部痛、腰痛　
9　RSD（反射性交感神経
性ジストロフィー症）

10　脳血管疾患（脳梗塞、
脳出血、脳動脈硬化）

11　呼吸器疾患　
12　高血圧　
13　糖尿病　

14　視力・視野障害　
15　加齢的素因、経年性変化
16　身体的特質（体形、体質等）
17　その他　

　Ⅲ　別件事故での受傷

第２　交通事故以外（労働災害、
医療事故、学校事故等）

　Ⅰ　精神的・心因的要因　
　Ⅱ　体質的・身体的素因　

https://www.daiichihoki.co.jp
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第１　交通事故　Ⅰ　精神的・心因的要因

福岡高裁平成 24年 9月 13日判決［28182445］
◆ 自保ジャ 1882 号 22頁

〔原判決変更、附帯控訴棄却、追加請求棄却〕

素因減額 35%

被 害 者 症状固定時 41 歳・女・兼業主婦

被害態様 左下肢不全麻痺

素　　因 心因的要因

判決要旨

交通事故の被害者の左下肢不全麻痺につき、本件事故を契機とし

て心因性による左下肢不全麻痺が生じたものであるとして、本件

事故との相当因果関係が認められたが、本件事故の態様から、被

害者のこのような損害は本件事故のみによって通常発生する程

度、範囲を超えており、かつ、その損害の拡大について被害者の

心因的要因が寄与していることは明らかであるとして、民法 722

条 2 項を類推適用して 35 パーセントの素因減額が肯定された事

例。

上 下 審

第一審：福岡地裁平成 22 年 5 月 18 日判決 / 自保ジャ 1840 号 99

頁 / 自保ジャ 1882 号 29 頁［28174498］〔請求却下（2194

号）、請求一部認容、一部棄却（3863 号）〕

身
体
的
特
質
（
体
形
、
体
質
等
）

16

京都地裁平成 27年 1月 7日判決［28232803］
◆ 自保ジャ 1947 号 160 頁

〔一部認容、一部棄却〕

素因減額 40%

被 害 者 20 ～ 21 歳（症状固定時 21 歳）・女・学生

被害態様

左足関節捻挫、腰部捻挫、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎分離症、左

肩肘捻挫、左関節捻挫等の傷害を負い、腰痛 14 級 9 号の後遺障

害が残った事故

素　　因

左利きであり水球歴があること、脊椎分離症は脊椎に屈曲・伸展

位動作が反復されることにより椎弓の関節突起間部に疲労骨折を

来すことにより発症するとの専門的知見があること、運動を控え

るよう指導された後も試合に出場したこと

判決要旨

交通事故により左足関節捻挫、腰部捻挫、腰椎椎間板ヘルニア、

腰椎分離症、左肩肘捻挫、左関節捻挫等の傷害を負い、腰痛 14

級 9 号の後遺障害を残した被害者（20 ～ 21 歳、症状固定時 21 歳・

女・学生）につき、左利きであり水球歴があること、脊椎分離症

は脊椎に屈曲・伸展位動作が反復されることにより椎弓の関節突

起間部に疲労骨折を来すことにより発症するとの専門的知見があ

ること、運動を控えるよう指導された後も試合に出場したこと等

から、被害者の素因が治療と後遺障害を易発化・難治化・重篤化

させたとし、40 パーセントが素因減額された事例。

精
神
的
・
心
因
的
要
因

福島地裁平成 26年 8月 26日判決［28223610］
◆ 判時 2237 号 78頁

〔一部認容、一部棄却〕

素因減額 20%

被 害 者 58 歳・女

被害態様
原子力発電所における放射性物質放出事故により避難生活を余儀

なくされた女性が焼身自殺

素　　因 事故後に被害者が遭遇したストレス要因

判決要旨

原子力発電所における放射性物質放出事故により避難生活を余儀

なくされた女性が焼身自殺した事案につき、被害者の有する個体

側の脆弱性を適切に斟酌しても、本件事故後に被害者が遭遇した

ストレス要因はいずれも一般人に対して強いストレスを生じさせ

ると客観的に評価できるとして、それが被害者の自死に至る準備

状態の形成に寄与した割合が 8割、被害者の心因的要因を理由と

する減額割合が 2割とされた事例。

第２　交通事故以外（労働災害、医療事故、学校事故等）　Ⅰ　精神的・心因的要因

評　　釈

▶ 向川純平・法と民主主義 492 号 48 ～ 49 頁 2014 年 10 月

▶ 水野謙・月刊法学教室 412 号 55 ～ 61 頁 2015 年 1 月

▶ 神戸秀彦・法律時報 87 巻 3 号 106 ～ 111 頁 2015 年 3 月

▶ 富田哲・行政社会論集〔福島大学〕27 巻 4 号 117 ～ 148 頁

2015 年 3 月

▶ 小柳春一郎・速報判例解説〔16〕（法学セミナー増刊）83 ～ 86

頁 2015 年 4 月

▶ 松嶋隆弘・法律のひろば 68 巻 10 号 62 ～ 71 頁 2015 年 10 月

▶ 日本大学商事法研究会／編／川村佑紀・月刊税務事例 48 巻 2

号 56 ～ 63 頁 2016 年 2 月

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974 判IN素因（069211）　2019.11 HO

事務所名

第一法規ストア

本書収録中の判例には、
判例データベース
『D1-Law.com判例体系』の
判例IDを記載しています。
『D1-Law.com判例体系』を
ご契約の場合は、判決全文・
解説等をすぐに確認できます。

内容見本

判例INDEX　犯罪類型別に見る刑事高裁破棄判決

判例INDEX　被害者の素因別に見る素因減額300判例
判例INDEX　後遺障害別に見る交通事故　300判例の慰謝料算定

判例INDEX　侵害態様別に見る医療事故　300判例の慰謝料算定
判例INDEX　侵害態様別に見る労働事件　300判例の慰謝料算定
判例INDEX　侵害態様別に見る名誉毀損・プライバシー侵害　300判例の慰謝料算定

定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）

［068924］

［069211］

［069229］

［065789］

［065854］

［062497］

損害賠償請求事件での素因減額の認定内容が
判決文を読まずにすぐ確認できる！

減額率、被害者、
被害態様、素因、
判決要旨を簡潔に
整理。

上下審情報、評釈情報等
周辺情報も収録。
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